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平成29年7月6日

国民年金基金連合会



ｉDｅCｏにおける事業所の事務について

○ 今般、確定拠出年金法の改正によって、現行、自営業者（１号被保険者）または企業年金のない企業に勤めてい
る会社員に限られていたiDeCｏの加入者につき、原則誰でも加入可能となる。

○ とりわけ、国や地方自治体では、その特殊な地位にあることや、各省庁・各自治体により組織体制等が従前の加
入者と異なることを考慮する必要がある。

◎ 各事業所において、①加入時の資格確認、②年１度の資格確認、③給与からの掛金控除（天引き）、➃年末調整
についての事務処理を行っていただく必要がある。

基礎年金

厚生年金保険

国民年金
（第３号被保険者）

国民年金
（第１号被保険者）

国民年金
（第２号被保険者）

公務員等

拠出限度額
年額33万円

（月額2.75万円）

拠出限度額
年額81.6万円
（月額6.8万円）

※ 国民年金基金
との合算枠 確定給付型年金

年金払い
退職給付

厚生年金基金
確定給付企業年金

私学共済など

拠出限度額なし
保険料率上限

1.5 % （法定）

確定給付型年金

厚生年金基金
確定給付企業年金

私学共済など

拠出限度額なし

企業型ＤＣ

企業型ＤＣ

拠出限度額
年額66万円

（月額5.5万円）

ｉＤｅＣｏ

拠出限度額
年額14.4万円
（月額1.2万円）

拠出限度額
年額27.6万円
（月額2.3万円）

［現行と同じ］

国民年金基金
※個人型ＤＣとの

重複加入可

新たに加入可能となる者

拠出限度額

年額27.6万円

（月額2.3万円）
［現行と同じ］

拠出限度額

年額24.0万円

（月額2.0万円）

※１

※２

※１ 企業型ＤＣのみを実施する場合は、企業型ＤＣへの事業主掛金の上限を年額42万円(月額3.5万円)とすることを規約で定めた場合に限り、ｉＤｅＣｏへの加入を認める。
※２ 企業型ＤＣと確定給付型年金を実施する場合は、企業型ＤＣへの事業主掛金の上限を年額18.6万円(月額1.55万円)とすることを規約で定めた場合に限り、ｉＤｅＣｏへの加入を認める。 1



＜加入申込時＞

国基連

加入
希望者

⑤加入申込

・事業主は、国基連に対して事業所の登録を行う。（官公庁・自治体の事業所登録は事前）
・加入者が、iDeCo事務担当者に加入申込書を提出し事業主の証明書を添付し、国基連に送付。

金融機関等 ⑥申込書等の転送

③証明書の交付依頼

④証明書の交付

国基連

②加入資格
有無の回答

＜年一回の確認時＞

①加入資格
有無の確認

・国基連が、加入申込時に得た情報をもとに加入者
が勤務する事業所に照会。

・平成29年1月から加入資格を取得した加入者の資
格確認の初回実施は平成30年6月を予定。（平成29
年1月～平成29年12月の加入者を対象に平成30年
4月時点で登録されている加入者の事業所に照会）

事業主
（iDeCo事務担当者）

2

事業主
（iDeCo事務担当者）

①事業所の登録申請※ ②登録事業所番号の通知

資格確認スキームのイメージ

（※）官公庁・自治体等共済組合員の事業所は事業主払込における掛金収納方法に制約があるため
事前に事業所の登録が必要。一般の事業会社は、加入申出と同時に事業所登録を実施。



資格確認に関するよくある質問および注意点

3■ 官公庁・自治体の場合、事業主証明書に記載する登録事業所番号の記入は必須。＜参考資料1＞（ P7 ）

【注意点】

【よくある質問】
Ｑ１ 事業所の登録において適用事業所は１つ、事業主証明は複数箇所が実施するという運営は可能か。

適用事業所は大括りにして１つの事業所として登録を行い、事業主証明は複数の組織で対応したい。例えば、登録する
適用事業所を県教育委員会とし、各学校等で事業主証明を行うことは可能か。可能な場合は、事業主証明書にどのように
記載すれば良いか。

Ａ１ 適用事業所は単一の事業所で登録することが望ましいですが、適用事業所を県教育委員会とし、学校単位で
証明を行うことも可能です（証明を教育委員会から各学校が委譲を受けているとの考え） 。なお、国基連は
登録された適用事業所に対し、通知・連絡することとなります。
その場合の事業主の証明書の書き方について（３欄、４欄、 ５欄の関係性）は、以下のとおりです。
３欄については、事業主証明を行う事業所（この場合は各学校）を記載いただきます。４欄については、事前登録
を行った事業所（この場合は教育委員会）を記載します。４欄に記載いただいた事業所が、国基連との間でやりと
りを行う事業所内の窓口となり、年１回の資格確認や掛金通知が送付されることになります。 ５欄は４欄にも記載
した事前登録を行った事業所の登録事業所番号を記載することになります。＜参考資料１＞（P7）

Ｑ２ 事業主証明で証明するものはなにか。
事業主証明書で証明する内容は、一般の就労証明書等と同様、職員として在籍していることを証明すれば足りるのか。

Ａ２ 事業主証明書は、事業主として当該職員がどの被保険者資格にあるかを確認するものです。在籍確認とともに、
共済加入者と非共済加入者で限度額が異なるため、共済資格の有無も確認することが必要です。
なお、当該職員が共済加入者か非共済加入者の確認方法は、具体的には定められておらず、共済長期掛金の
払い込みなど共済資格を有することが明らかであれば、その方法による証明で差し支えありません。また、基礎年金
番号の確認も併せて実施いただきたいと思います。

■ 事業所登録に際して、登録の単位は実際に手続きを行う組織内の管理方法（人事管理・給与管理等）によって
設定する必要がある。



官公庁・自治体等の事業所における掛金収納に関する事務フロー（振込みの例）

国民年金
基金連合会

各省庁・各自治体振込専用口座（登録事業所単位）

国基連の口座

⑥引き落とし
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部
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各
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②振り分け

振込専用口座振込専用口座

登録
事業所

登録
事業所
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前月末の登録状況を元に毎月月初に事
業所あてに納付する掛金の予定額を通知

毎月２６日の２営業日前
までに振込み
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掛金データの授受～掛金振込～掛金収納までのフロー（イメージ）

事業所掛金総額
54,000円

加入者明細
１．●● 12,000
２．△△ 12,000
３．■■ 10,000
４．○○ 10,000
５．▲▲ 5,000
６．□□ 5,000

事業所掛金総額
54,000円

加入者明細
１．●● 12,000
２．△△ 12,000
３．■■ 10,000
４．○○ 10,000
５．▲▲ 5,000
６．□□ 5,000

事業所掛金総額
27,000円

加入者明細
１．●● 12,000
２．△△ 12,000
３．■■ 10,000
４．○○ 10,000
５．▲▲ 5,000
６．□□ 5,000

事業所掛金総額
27,000円

加入者明細
１．●● 12,000
３．■■ 10,000
５．▲▲ 5,000

・振込金額の到着確認

・修正データと振込金額の
差額有無の確認

※修正データと振込金額に
齟齬が生じている場合に
は対象事業所に対して
連絡を行いデータ等の
修正作業を行う。

国基連
Ｘ月分掛金通知書
月初第１営業日

登録事業所
（各省庁・各自治体）
第３営業日到着予定

国基連
修正データの受領

第８営業日

振込先金融機関
専用口座への振込
１５日～２４日

国基連
Ｘ月分掛金収納

２６日

１．事業主払込（振込）の場合 ※紙、またはデータによる通知 ＜参考資料2＞（P8）

2．事業主払込（口座振替）の場合

事業所掛金総額
54,000円

加入者明細
１．●● 12,000
２．△△ 12,000
３．■■ 10,000
４．○○ 10,000
５．▲▲ 5,000
６．□□ 5,000

事業所掛金総額
54,000円

加入者明細
１．●● 12,000
２．△△ 12,000
３．■■ 10,000
４．○○ 10,000
５．▲▲ 5,000
６．□□ 5,000

事業所掛金総額
54,000円

加入者明細
１．●● 12,000
２．△△ 12,000
３．■■ 10,000
４．○○ 10,000
５．▲▲ 5,000
６．□□ 5,000

国基連
Ｘ月分掛金通知書
月初第６営業日

登録事業所
第10営業日到着予定

引落金融機関・国基連
届出を行った金融機関の口座へ２６日までに
入金 → 連合会指示で引落金融機関が引
落を実施 → Ｘ月分掛金収納完了

緊急時（登録事業所）
収納不能者が急遽発生し
た場合は、国基連に連絡
⇒個別対応
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掛金収納までの事務に関するよくある質問および注意点

【よくある質問】

【注意点】

Ｑ１ 国基連の専用口座へは複数の振込元からの振込も可能か。
適用事業所毎に国基連がそれぞれの専用口座を用意するとのことだが、複数の振込み元から振り込みを行うことは可能か。

Ａ１ 例えば、特別会計の職員に係る掛金など、同一適用事業所においても単一に当該口座に振り込むことができない
場合については、複数の振込み元から１つの専用口座に振り込みを行っても差し支えありません。

Ｑ２ 人事異動時の掛金控除のやり方は。
人事異動の際の掛金控除が翌月間に合わなかった際には、調整月にて納付することになっているかと思うが、例えば、職員の
5月掛金が、6月頭に国基連から通知された場合、6月給与から控除することは給与システムのスケジュール的に間に合わない。
その場合はどのような納付が可能か。

Ａ２ 給与天引きの代わりに、現金等の形で事業主に掛金額分を納めることで事業主を介して掛金を納付するか、調整月
での納付か、のいずれかの方法をとることになります。（調整月の納付は本人申請により行なう）

Ｑ３ 給与天引きスケジュールに間に合わない場合の対応はどうか

Ａ３ 恒常的に給与天引きの事務が実施できない場合は個人払込での実施をお願いいたします。また、給与天引きの
代わりに、個人が現金等の形で事業主に掛金額分を納めることで事業主を介して掛金を納付する方法もあります。

■ 振込の実施あたっては、通知書記載の金額に基づき振込を行うこと必要があります。
誤った金額で振込が実施された場合には、修正に時間を要するため、収納が行なえない場合があります。

■ 調整月の納付の申請は、事業主ではなく本人が行なう必要があります。



＜参考資料1＞
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＜参考資料2＞通知書抜粋
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